
○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
八
十
号 

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
に
代
わ
っ

て
高
度
港
湾
工
事
を
行
う
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
三
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之 

 
 

 

一　

港
湾
の
名
称

船
川
港

 

二　

区
域 

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

の
地
点
と

の
地
点
と
を
結

(1)

(6)

 
 

 

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

 
 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
五
秒
二
八
三
八
四
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
二
七

(1)

 
 

秒
〇
二
六
五
八
の
地
点 

 
 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
〇
秒
六
三
七
六
五
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
二
八

(2)

 
 

秒
九
一
七
五
二
の
地
点 

 
 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
二
七
秒
九
七
七
三
二
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
一
七

(3)

 

秒
八
七
二
二
一
の
地
点 

 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
〇
秒
六
〇
七
〇
三
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
一
六

(4)

 

秒
八
〇
一
八
五
の
地
点 



 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
一
秒
九
六
一
四
三
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
二
二

(5)

 

秒
四
二
四
九
四
の
地
点 

 

　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
三
秒
九
七
六
五
八
、
東
経
一
三
九
度
五
一
分
二
一

(6)

 

秒
六
〇
四
七
四
の
地
点 

 

（
区
域
の
詳
細
を
表
示
し
た
図
面
は
、
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
の
ウ

 

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
。
） 

三　

工
事
開
始
の
日 

令
和
八
年
四
月
二
十
三
日

（
図
を
掲
載
）
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